
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

六

三

号

登
録
支
援
機
関
の
登
録
等
の
法
的
性
質
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

井

出

庸

生
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登
録
支
援
機
関
の
登
録
等
の
法
的
性
質
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
成
立
に
よ
り
、
契
約
に
よ
り
一
号
特

定
技
能
外
国
人
の
受
入
れ
機
関
か
ら
委
託
を
受
け
て
改
正
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
規
定
に
適
合
す
る
一
号
特
定
技
能

外
国
人
支
援
計
画
の
全
部
の
実
施
の
業
務
を
行
う
者
が
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が

新
た
に
設
け
ら
れ
た
。
今
回
設
け
ら
れ
た
登
録
支
援
機
関
の
制
度
を
所
管
す
る
政
府
の
責
任
と
し
て
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長

官
に
よ
る
登
録
の
実
施
（
同
法
第
十
九
条
の
二
十
五
）
、
登
録
の
拒
否
（
同
法
第
十
九
条
の
二
十
六
）
及
び
登
録
の
取
消
し

（
同
法
第
十
九
条
の
三
十
二
）
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
以
下
、
質

問
す
る
。

一

登
録
支
援
機
関
の
登
録
の
実
施
、
登
録
の
拒
否
及
び
登
録
の
取
消
し
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
行
政
不
服
審
査
法
第
一
条
第
二
項

の
「
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
」
に
該
当
す
る
か
否
か
、
ま
た
、
そ
の
判
断
の
根
拠
は
何
か
、

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

登
録
支
援
機
関
の
登
録
の
実
施
、
登
録
の
拒
否
及
び
登
録
の
取
消
し
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
三
条
第
二
項

の
「
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
」
に
該
当
す
る
と
考
え
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
そ
の
判
断
の

一



根
拠
は
何
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

仮
に
、
登
録
支
援
機
関
の
登
録
の
実
施
、
登
録
の
拒
否
及
び
登
録
の
取
消
し
が
、
行
政
不
服
審
査
の
対
象
に
も
行
政
事
件

訴
訟
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
場
合
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
長
官
の
登
録
の
拒
否
や
取
消
し
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
ど
の
よ
う

な
救
済
手
段
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


